
＜対 象・・・①②のどちらの要件にも該当する方＞

藤沢市の選挙人名簿に登録されている方（湘南大庭地区居住）

＜送迎期間＞ ２月１２日(月)～２月１７日(土)

※送迎時間はいずれの日程も午前８時３０分から午後５時まで

高齢者や障がいのある方で移動が困難な方を対象に、ご自宅から期日前
投票所※までタクシーで送迎します！ぜひご利用ください！！（無料）

【湘南大庭地区限定】 藤沢市長選挙

送迎タクシーが利用できます
～期日前投票～

A 要介護３
または要介護４

B  身体障がい者
手帳がある

C  ７５歳以上

①次のいずれかの要件に該当する移動が困難な方

（1） 郵便等投票証明書の交付を受けていない。

（2） 自宅玄関から送迎車両まで及び送迎車両から投票所
まで自力で移動ができる。 または、自力では困難だが
移動を介助する付添人※が同伴できる。（※同乗可）

（3） ご家族による送迎等、他の移動手段がない。

②次の要件を全て満たす方

※御所見市民センターまたは明治市民センターのいずれかになります（選択不可）。

裏面に記載の申込先(藤沢市選挙管理委員会事務局)
へ電話、またはＦＡＸでお申し込みください。
○受付期間 １月２５日(水) ～ ２月１６日(金)

平日午前８時３０分～午後５時１５分
定員に達し次第、受付終了となります。

直前のお申し込みには対応できない場合がありますので、ご了承ください。



＜ご利用の流れ＞

お問合せ・お申込み
藤沢市選挙管理委員会事務局
TEL 0466-50-3564(受付時間 平日8:30～17:15)
FAX 0466-50-8425

申込
•電話、またはＦＡＸでお申し込みください。

事前確認
•お申し込み後、後日タクシー会社から送迎日時確認のご連絡をさせていただきます。

お迎え

•送迎日当日、指定の時間にタクシーがご自宅付近まで迎車します。時間までに迎車場

所でお待ちください。

乗車

•乗車時に本人確認のため、投票所入場整理券または本人確認書類（マイナンバーカー

ド・運転免許証等）を乗務員に提示してください。

投票
•期日前投票所に到着後、投票していただきます。投票後、タクシーにお戻りください。

帰宅

•ご自宅までお送りします。降車時に、乗務員がタクシー利用券をお渡ししますので、利用

料金、氏名等のご記入をお願いいたします。タクシーの利用料金は市が負担します。

＜注意事項＞

・投票日当日の送迎は実施しません。

・お申込み後、日時変更についてはご相談ください。キャンセルの場合は、藤沢市
選挙管理委員会事務局へご連絡ください。

・FAXでのお申し込みは、別紙「送迎タクシー利用申請書」を藤沢市選挙管理委員
会事務局までお送りください。

・個人情報は本事業の目的の範囲内でタクシー会社に提供しますのでご了承くださ
い。

・タクシー会社の配車都合により、ご希望の日程・条件で送迎ができない場合があ
ります。


